
特
　
　集

市
政
ト
ピ
ッ
ク
ス

う
だ
ぢ
か
ら

ま
ち
の
わ
だ
い

病
院
・
ウ
ェ
ル
ネ
ス

み
ん
な
で
子
育
て

お
知
ら
せ

掲
示
板

う
だ
チ
ャ
ン

お
知
ら
せ
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く
ら
し
・
環
境  

他

市
営
住
宅
空
き
家
入
居
者
を

随
時
募
集

　
市
営
住
宅
の
有
効
活
用
を
図
る
た

め
、
定
期
募
集
で
応
募
が
な
か
っ
た

住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

【
募
集
・
受
付
期
間
（
随
時
募
集
）】

日
時
　
９
月
２
日
（
月
）
～
令
和
２

年
３
月
31
日
（
火
）
業
務
時
間
中

場
所
　
公
営
住
宅
課

【
申
し
込
み
】
申
込
書
に
よ
り
問
へ

（
郵
送
不
可
）

※
申
し
込
み
は
１
世
帯
１
戸
の
み

【
必
要
書
類
】
入
居
申
込
書
・
誓
約

書
・
市
税
完
納
証
明
書
・
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど

【
申
込
資
格
】

○
申
込
日
時
点
で
市
内
在
住
・
在
勤

で
、
住
む
と
こ
ろ
に
困
っ
て
い
る

方
（
持
ち
家
が
あ
る
方
は
原
則
申

し
込
み
で
き
ま
せ
ん
）。

○
同
居
親
族
が
い
る
方
。
婚
約
中
で

入
居
指
定
日
ま
で
に
婚
姻
で
き
る

方
、
事
実
上
婚
姻
（
内
縁
）
関
係

に
あ
る
方
（
住
民
票
に
よ
り
確
認

で
き
る
方
）。

○
世
帯
全
員
の
基
準
月
収
額
が

15
万
8
千
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た

だ
し
、
裁
量
世
帯
に
該
当
す
る
方

は
21
万
4
千
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

※
基
準
月
収
額
と
は
「
年
間
総
収
入

額
」
か
ら
「
年
間
所
得
金
額
」
を
計

算
し
、「
世
帯
の
年
間
所
得
金
額
」
を

求
め
、「
世
帯
の
控
除
合
計
額
」
の

差
引
額
を
12
か
月
で
割
戻
し
た
額
。

○
市
税
そ
の
他
市
に
対
す
る
納
入
金

の
滞
納
が
な
い
こ
と
。

○
申
込
者
ま
た
は
同
居
親
族
が
暴
力

団
の
構
成
員
で
な
い
こ
と
。
な
ど

【
入
居
者
の
決
定
方
法
】
受
付
期
間
は

月
単
位
と
し
、
同
月
内
に
複
数
の
申

込
者
が
あ
っ
た
場
合
、
抽
選

【
そ
の
他
】

○
入
居
資
格
審
査
会
で
申
込
者
の
実

態
調
査
と
資
格
審
査
を
行
い
ま
す
。

○
市
営
住
宅
は
建
築
年
数
も
経
過

し
、
傷
や
汚
れ
な
ど
が
あ
り
ま
す

が
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

問
公
営
住
宅
課

（
☎
82
・
５
６
４
２
／
IP
☎
88
・
９
０
９
６
）

■第１団地 31 号（公営住宅）
団地の住所 大宇陀小附 1686
構造 / 建設年度 簡易耐火構造2階建 /昭和 56年
間取り / 面積 3DK/65.72㎡
家賃 7,000 円～（収入に応じて算出）

■高倉中団地 3 号（公営住宅）
団地の住所 榛原檜牧 2143-1
構造 / 建設年度 簡易耐火構造 2階建 /昭和 49年
間取り / 面積 2DK/49.60㎡
家賃 10,000 円～（収入に応じて算出）

■募集物件一覧

ひ
と
り
親
家
庭
の
自
立
を
支

援
し
ま
す

■
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
ま
た
は
父

が
、
対
象
資
格
の
取
得
を
目
的
と
し

て
修
業
す
る
場
合
、
受
講
期
間
の
一

定
期
間
に
つ
い
て
、
生
活
費
と
し
て

支
給
し
ま
す
。

【
対
象
者
】
市
内
在
住
で
、
１
年
以
上

の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
修
業
す
る
こ

と
を
予
定
す
る
母
子
家
庭
の
母
ま

た
は
父
子
家
庭
の
父

【
対
象
資
格
】
看
護
師
、
保
育
士
、
介

護
福
祉
士
、
作
業
療
法
士
、
理
学

療
法
士
な
ど

【
支
給
金
額
】（
月
額
）
市
民
税
非
課

税
世
帯
10
万
円
、
市
民
税
課
税
世

帯
７
万
５
０
０
円

【
支
給
期
間
】修
業
期
間
の
全
期
間（
上

限
4
年
）、
９
月
末
ま
で
の
相
談

で
翌
年
４
月
か
ら
支
給

■
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
ま
た
は
父

が
、
就
職
す
る
た
め
に
有
利
な
教
育

訓
練
を
受
講
す
る
場
合
、
受
講
料
の

一
部
を
支
給
し
ま
す
。

【
対
象
者
】
市
内
在
住
の
母
子
家
庭
の

母
ま
た
は
父
子
家
庭
の
父

【
対
象
資
格
】
雇
用
保
険
制
度
に
よ
る

教
育
訓
練
給
付
の
指
定
講
座
な
ど

【
支
給
金
額
】
受
講
の
た
め
に
支
払
っ

た
費
用
の
60
％
に
相
当
す
る
額
（
上

限
20
万
円
、下
限
１
万
２
０
０
０
円
）。

　
　
な
お
、
雇
用
保
険
法
に
規
定
す

る
教
育
訓
練
給
付
金
の
受
給
資
格

の
あ
る
方
は
、
そ
の
受
給
額
を
差

し
引
い
た
金
額

※
い
ず
れ
の
制
度
も
所
得
制
限
が
あ

り
、
事
前
相
談
が
必
要
で
す
。

問
こ
ど
も
未
来
課

（
☎
82
・
２
２
３
６
／
IP
☎
88
・
９
０
８
０
）

▲第１団地内装

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
特
別
教
育

「
補
講
」
受
講
者
募
集

　
林
業
中
の
死
亡
災
害
の
約
6
割
が

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
作
業
に
伴
う
こ
と
か

ら
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
が

改
正
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

来
年
7
月
末
ま
で
に
こ
の
「
補
講
」

を
受
講
し
な
い
と
、
来
年
8
月
1
日

以
降
は
こ
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

【
日
時
】
10
月
23
日
（
水
）
午
前
８
時

30
分
～

【
場
所
】宇
陀
市
森
林
組
合（
榛
原
檜
牧
）

【
内
容
】講
義・実
技（
１
５
０
分
程
度
）

【
対
象
】「
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
作
業
従
事

者
特
別
教
育
」
の
修
了
者

【
参
加
費
】
５
０
０
０
円
程
度

【
申
し
込
み
】
9
月
30
日
（

月
）

ま
で
に

問
へ

問
農
林
課

（
☎
82
・
３
６
７
９
／
IP
☎
88
・
９
０
９
０
）

問
宇
陀
市
森
林
組
合
（
☎
82
・
１
４
０
９
）

森
林
組
合
見
学
会
を
開
催

　
市
女
性
林
業
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、

女
性
な
ら
で
は
の
知
恵
を
出
し
合
い

な
が
ら
、
研
修
会
な
ど
を
行
い
林
業

の
活
性
化
に
努
め
て
い
ま
す
。今
回
、

身
近
な
森
林
組
合
の
工
場
見
学
会
を

行
い
ま
す
。新
会
員
も
募
集
中
で
す
。

【
日
時
】
10
月
2
日
（
水
）
午
後
1
時
～

【
場
所
】宇
陀
市
森
林
組
合（
榛
原
檜
牧
）

【
内
容
】「
山
や
木
」
の
話
し
、
工
場

見
学
な
ど

【
参
加
費
】
無
料

【
申
し
込
み
】
9
月
25
日
（

水
）

ま
で
に

問
へ

問
農
林
課

【
市
女
性
林
業
研
究
グ
ル
ー
プ
事
務
局
】

（
☎
82
・
３
６
７
９
／
IP
☎
88
・
９
０
９
０
）

※それぞれ家賃の３か月分の敷金が必要です

　2019年9月号 22

☎0745-82-8000（代）

市役所の開庁時間
午前 8時 30分～
　　　午後 5時 15分

（土・日曜日、祝日、
　　　　年末年始は閉庁）

く
ら
し
・
環
境

L
if
e
&
E
n
v
ir
o
n
m
e
n
t

住
民
票
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
等
へ
の
旧
姓
の
記
載

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
等
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
が
11
月
５
日
に
施

行
さ
れ
ま
す

　
こ
の
政
令
改
正
は
、
社
会
に
お
い

て
、
旧
姓
を
使
用
し
な
が
ら
活
動
す

る
女
性
が
増
加
し
て
い
る
中
、
様
々

な
活
動
の
場
面
で
、
旧
姓
を
使
用
し

や
す
く
な
る
よ
う
に
閣
議
決
定
さ
れ

た
も
の
で
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
婚
姻
等
で
氏
に
変

更
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
並
べ
て
記

載
し
て
、
公
的
に
証
明
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
就
職
や

職
場
で
の
身
分
証
明
と
し
て
役
立
ち
、

ま
た
銀
行
口
座
開
設
な
ど
の
際
に
旧

姓
を
使
用
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

【
注
意
事
項
】

　
記
載
す
る
に
は
事
前
の
申
請
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
詳
細
は
次
月
号
で
。

問
市
民
課

（
☎
82
・
２
１
４
３
／
IP
☎
88
・
９
０
７
６
）

○
大
宇
陀
地
域
　
守
道
、
牧
、
栗
野
の
一
部

○
榛
原
地
域
　
あ
か
ね
台
２
丁
目
、
天
満

台
東
３
丁
目
の
一
部

○
菟
田
野
地
域
　
古
市
場
、
岩
﨑
の
一
部

○
室
生
地
域
　
向
渕
、
三
本
松
の
一
部

水
道
メ
ー
タ
ー
取
替
え
の

お
知
ら
せ

　
取
替
え
作
業
終
了
時
に
は
、
お
知

ら
せ
の
文
書
で
通
知
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
実
施
期
間
】９
月
16
日
～
30
日（
予
定
）

【
施
工
業
者
】
市
上
下
水
道
協
同
組
合

【
費
用
】
無
料

【
９
月
の
対
象
地
域
（
各
地
域
の
一
部
）】

問
水
道
局

（
☎
82
・
２
１
８
５
／
IP
☎
88
・
９
０
6
７
）

問
桜
井
年
金
事
務
所

（
☎
０
７
４
４
・
42
・
０
０
３
３
）

問
保
険
年
金
課

（
☎
82
・
３
６
７
２
／
IP
☎
88
・
９
０
８
６
）

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の

ご
案
内
が
届
い
た
ら
お
早
め

に
ご
請
求
を

　
こ
の
給
付
金
は
、
公
的
年
金
等
の

収
入
や
所
得
額
が
一
定
基
準
以
下
の

年
金
受
給
者
の
生
活
を
支
援
す
る
た

め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ

れ
る
も
の
で
す
。

給
付
金
の
受
け
取
り
に
は
、
請
求
書

の
提
出
が
必
要

　
４
月
１
日
以
前
か
ら
老
齢
・
障
害
・

遺
族
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

で
対
象
と
な
る
方
に
は
、
年
金
機
構

か
ら
請
求
手
続
き
の
ご
案
内
が
、
９

月
頃
ら
に
順
次
届
き
ま
す
。
同
封
の

ハ
ガ
キ
（
請
求
書
）
に
よ
り
お
手
続

き
く
だ
さ
い
。

【
要
件
】
次
の
要
件
の
全
て
に
該
当

〇
老
齢
基
礎
年
金
受
給
者

・
65
歳
以
上

・
世
帯
員
全
員
の
市
民
税
が
非
課
税

・
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得
額

の
合
計
が
約
88
万
円
以
下

○
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
　

　
受
給
者

・
前
年
の
所
得
額
が
約
４
６
２
万

円
以
下

※
老
齢
基
礎
年
金
を
繰
上
げ
受
給
さ

れ
て
い
る
方
は
、
65
歳
に
な
っ
た
際

に
送
付
さ
れ
ま
す
。

※
今
年
４
月
２
日
以
降
に
年
金
受
給

者
に
な
ら
れ
た
方
は
、
年
金
の
請
求

手
続
き
と
と
も
に
し
て
く
だ
さ
い
。

日
本
年
金
機
構
や

厚
生
労
働
省
を
装
っ
た

不
審
な
電
話
や
案
内
に

ご
注
意
く
だ
さ
い 

※

１

旧姓を併記するときは、
現在と旧姓の両方の氏が
必ず表示されるよ！

市
営
赤
人
霊
苑
へ
の
お
墓
参

り
臨
時
バ
ス
を
運
行

天
候
・
道
路
状
況
に
よ
っ
て
は
、
運

行
を
中
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

【
日
時
】
９
月
23
日
（
祝
）

【
現
地
滞
在
時
間
】
40
分
間

※
渋
滞
な
ど
、
時
間
が
多
少
ず
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
天
満
台
西
２
丁
目
バ
ス
停
で
乗
車

さ
れ
た
方
は
、
お
帰
り
の
際
、
天
満

台
西
２
丁
目
バ
ス
停
に
は
停
車
し
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
環
境
対
策
課

（
☎
82
・
２
２
０
２
／
IP
☎
88
・
９
０
７
８
）

給付金専用ダイヤル
☎ 0570・05・4092

月曜日　   ：8:30 ～ 19:00
火～金曜日：8:30 ～ 17:15
第２土曜日：9:30 ～ 16:00

※口座番号をお聞き
したり、手数料など
の金銭を求めること
はありません

保険年金課　田所

榛原駅北口　➡　ひのき坂 3　➡　天満台西 2・4・東 2　➡　　赤人霊苑
自主放送スタジオ　　　スクールバス乗り場　　　　　各奈良交通バス停　　　　 　到着　　　出発

　８:00　　 ➡　　8:08　　 ➡　　　8:11 ～ 8:13　➡ 　8:35  　9:15
  10:15　　 ➡　  10:23　　➡　　10:26 ～ 10:28　➡  10:50　 11:30
  13:30　　 ➡　  13:38　　➡　　13:41 ～ 13:43　➡  14:05　 14:45

旧榛原町役場　➡　 福　地 　➡　天満台西 2・4・東 2　➡　　赤人霊苑
　跡　地　　　　　 　奈良交通バス停　　　　　各奈良交通バス停　　　　 　到着　　　出発

　８:00　　 ➡　　8:03　　 ➡　　　8:11 ～ 8:13　➡ 　8:35  　9:15
  10:15　　 ➡　  10:18　　➡　　10:26 ～ 10:28　➡  10:50　 11:30
  13:30　　 ➡　  13:33　　➡　　13:41 ～ 13:43　➡  14:05　 14:45

【市営赤人霊苑　お墓参り臨時バス時刻表】

国民年金給付金サイト▲



特
　
　集

市
政
ト
ピ
ッ
ク
ス

う
だ
ぢ
か
ら

ま
ち
の
わ
だ
い

病
院
・
ウ
ェ
ル
ネ
ス

み
ん
な
で
子
育
て

お
知
ら
せ

掲
示
板

う
だ
チ
ャ
ン

　2019年9月号25

お
知
ら
せ

福
祉
　 

他

▲毎年人気のザリガニつり

イ
ベ
ン
ト
・
そ
の
他

E
v
e
n
t
&
O
t
h
e
r
s

下
水
道 

見
え
な
い
し
ご
と
に 

金
メ
ダ
ル

「
２
０
１
９
宇
陀
川
下
水
道

ま
つ
り
」
を
開
催
　

毎
年
９
月
10
日
は
「
下
水
道
の
日
」　
　

　
下
水
道
の
役
割
や
、
下
水
道
整
備

の
重
要
性
な
ど
に
つ
い
て
市
民
の
理

解
と
関
心
を
深
め
る
た
め
、「
下
水

道
の
日
」
に
ち
な
ん
で
県
と
の
共
催

に
よ
り
行
い
ま
す
。

【
日
時
】
９
月
７
日
（
土
）
午
前
10

時
～
午
後
４
時（
受
付
３
時
終
了
）

【
場
所
】
宇
陀
川
浄
化
セ
ン
タ
ー

　（
榛
原
福
地
）

【
内
容
】
ザ
リ
ガ
ニ
つ
り
、
金
魚
す

く
い
、
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー
ほ
か

■
下
水
処
理
施
設
見
学
会

【
開
催
時
間
】
随
時

■
下
水
道
い
ろ
い
ろ
コ
ン
ク
ー
ル

出
展
作
品
（
絵
画
・
ポ
ス
タ
ー
・

書
道
・
標
語
な
ど
）
の
展
示

【
期
間
】９
月
７
日（
土
）～
11
日（
水
）

問
水
道
局
　
下
水
道
課

（
☎
82
・
５
６
２
７
／
IP
☎
88
・
９
１
０
４
）

問
宇
陀
川
浄
化
セ
ン
タ
ー

（
☎
82
・
５
７
２
５
）

職 

員 

募 

集

■
さ
ん
と
ぴ
あ
榛
原

　
正
看
護
師
（
臨
時
職
員
）

【
募
集
人
員
】
１
人

【
要
件
】
60
歳
未
満
の
有
資
格
者

【
時
給
】
１
２
９
０
円
～

【
申
し
込
み
】
履
歴
書
・
資
格
証
明
書

の
写
し
を
提
出

【
勤
務
体
制
】
日
勤
、夜
勤
（
応
相
談
）

問
さ
ん
と
ぴ
あ
榛
原

（
☎
85
・
２
５
２
５
／
IP
☎
88
・
９
０
６
５
）

【
講
師
】
岸
岡
友
美
子
先
生
（
背
骨
コ
ン

デ
ィ
シ
ョ
ニ
ン
グ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
）

➍
定
期
講
座

　
身
近
な
野
草
と
健
康
料
理

【
日
時
】
10
月
～
３
月

　
毎
月
第
２
金
曜
日
（
全
６
回
）

　
午
前
９
時
～
正
午

【
場
所
】
室
生
分
館
（
室
生
振
興
セ

ン
タ
ー
）

【
対
象
】
市
内
在
住
、
在
勤
の
方

【
定
員
】
25
人
（
抽
選
）

【
参
加
費
】
無
料
（
材
料
費
は
別
途
）

【
内
容
】
身
近
な
野
草
を
活
か
し
健

康
を
考
え
る
料
理
方
法
を
学
ぶ

【
講
師
】
長
浜
安
子
先
生
（
宇
陀
食
薬

草
を
楽
し
む
会
）

➊
～
➍
全
て

【
申
し
込
み
】
９
月
1
日
（
日
）
～

15
日
（
日
）
の
期
間
中
に
、
☎
も

し
く
は
中
央
公
民
館
窓
口
に
て

問
中
央
公
民
館

（
☎
83
・
０
５
５
１
／
IP
☎
88
・
９
１
８
０
）

【
休
館
日
】
木
曜
日
・
祝
日

奈
良
県
障
害
者
作
品
展
の

　
　
　
　
出
品
作
品
を
募
集

■
出
品
要
領

【
対
象
】
県
内
在
住
の
障
が
い
児
・
者

【
募
集
部
門
】
絵
画
、
写
真
、
書
道
、

工
芸
、
手
芸
、
文
芸
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
・
タ
イ
プ
ア
ー
ト

【
出
品
点
数
】
個
人
・
合
同
作
品
を
問

わ
ず
一
人
１
点

【
申
し
込
み
】
申
込
書
に
よ
り
９
月
17

日
（
火
）
ま
で
に
問
へ

※
申
込
書
は
介
護
福
祉
課
に
設
置

■
作
品
公
開

【
期
間
】
12
月
７
日（
土
）～
12
日（
木
）

※
９
日
（
月
）
は
休
館

【
会
場
】
県
文
化
会
館
（
奈
良
市
）

問
介
護
福
祉
課

（
☎
82
・
３
６
７
５
／
IP
☎
88
・
９
０
８
８
）

責任を持って飼育しましょう
猫は、飼い主がいなくても「動物の愛護及び管理に関する法律」に規定され
ているため、駆除する目的での捕獲や殺処分をすることはできません。また、
猫を故意に殺傷したり遺棄すると、懲役刑または罰金刑が科せられます。
猫を飼っておられる方、これから猫を飼いたいと思う方は、最後まで責任を
持って飼育しましょう。

エサはやらない
飼い主のいない猫を可哀想だと思ってエサやりをする人がいる一方、ふん尿
や鳴き声などが地域の問題となり、近所トラブルとなる事例が増えています。
また、近所の猫と繁殖を繰り返し、頭数が増えすぎて、個人ではどうしよう
もなくなってから相談に来られる方もおられます。

不妊去勢手術が有効
不妊去勢手術を行うことで不幸な猫を増やさないようにできます。
野良猫へのエサやりは直ちに止め、不妊去勢手術をして適正に飼育してくだ
さい。

問環境対策課（☎ 82・2202 ／ IP ☎ 88・9078）

　野良猫（飼い主がいないまたは不明な猫）の被害に困っているという相談が市に寄せられています
　　野良猫には、どう接したら良いのでしょうか？
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（宇陀市立中央図書館）
★おはなし会（約 30 分）
　すくすくひろば（０～３歳）
　9 月 4・25 日（水）
    ①10：00 ～　②10：45 ～
　おはなしクラブ
　9 月 7・28 日（土）
　 ①10 ： 30～  （小さい子）  ②11： 15 ～（大きい子）
 ★映画会（約 30分）
　『まんが日本昔ばなし 2 話あり』
　9 月 21 日（土）11：00 ～ 

（宇陀市立大宇陀図書館）
★おはなし会（約 60 分）
　9 月 21 日（土）10：30 ～ 　　場所：和室（2F）

★映画会（約30 分）
　『まんが日本昔ばなし 2 話あり』
　9 月28 日（土）10：30 ～　　　　場所：研修室（1F）

今月の「らいぶらりースペシャルウィーク」は
　　　　　　　　　　臨時休館のため、ありません。

９月の休館日  3・９～18・23・24
中央図書館　☎ 82 － 4749・IP 88 － 9110
　【開館時間】9:30～17:00
大宇陀図書館　☎ 83 － 0976
　【開館時間】9:00～17:00

９月９日（月）～ 18 日（水）は図書館
システム更新作業のため臨時休館します。
またこの期間中はホームページも見るこ
とができません。ご了承ください。

中
央
公
民
館
講
座
の
受
講
生

募
集

➊
入
門
講
座

　
ゆ
る
文
字
教
室

【
日
時
】
10
月
４
日
（
金
）

　
午
後
１
時
30
時
～
３
時
30
分

【
場
所
】
榛
原
分
館
（
榛
原
総
合
セ

ン
タ
ー
）

【
対
象
】
市
内
在
住
、
在
勤
の
方

【
定
員
】
20
人
（
抽
選
）

【
参
加
費
】
６
０
０
円
（
材
料
代
）

【
内
容
】
ゆ
る
文
字
と
は
、
心
と
体

を
ゆ
る
め
る
文
字
で
す
。
筆
ペ
ン

と
パ
ス
テ
ル
画
材
を
使
っ
て
、
描

い
て
楽
し
く
、
贈
っ
て
喜
ば
れ
る

和
む
色
紙
作
品
を
仕
上
げ
ま
す
。

【
講
師
】
三
輪
佳
織
先
生
（
ゆ
る
文
字

認
定
講
師
）

➋
市
民
教
養
講
座

　
健
康
ら
く
ら
く
ダ
イ
エ
ッ
ト
講
座

【
日
時
】
10
月
18
日
（
金
）

　
午
後
１
時
30
分
～
３
時

【
場
所
】
中
央
公
民
館
（
大
宇
陀
地

域
事
務
所
前
）

【
対
象
】
市
内
在
住
、
在
勤
の
方

【
定
員
】
30
人
（
抽
選
）

【
参
加
費
】
無
料

【
内
容
】
楽
し
く
健
康
的
な
ダ
イ
エ
ッ

ト
に
つ
い
て
学
ぶ

【
講
師
】
菱
樹
純
子
先
生
（
奈
良
ヤ
ク

ル
ト
販
売
管
理
栄
養
士
）

➌
定
期
講
座

　
背
骨
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ニ
ン
グ

　
大
宇
陀
教
室

【
日
時
】
10
月
～
12
月

毎
月
第
１
・
第
３
月
曜
日
（
全
６
回
）

　
午
前
10
時
～
11
時
30
分

【
場
所
】
中
央
公
民
館
（
大
宇
陀
地

域
事
務
所
前
）

【
対
象
】
市
内
在
住
、
在
勤
の
方

【
定
員
】
40
人
（
抽
選
）

【
参
加
費
】
無
料

【
内
容
】
骨
の
歪
み
を
整
え
、
不
調

を
改
善
。
誰
に
で
も
で
き
る
簡
単

な
体
操

市
社
会
福
祉
大
会
を
開
催

　「
全
て
の
人
が
豊
か
で
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
健
康
・
福
祉
の
ま
ち
づ
く

り
」
の
実
現
と
、
社
会
福
祉
活
動
の

更
な
る
向
上
を
目
指
し
ま
す
。

【
日
時
】
10
月
9
日
（
水
）

　
午
後
1
時
30
分
～

【
場
所
】
総
合
体
育
館

【
内
容
】

式
典
　
社
会
福
祉
功
労
者
表
彰
な
ど

体
操
　
キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト
と
脳
ト
レ

体
操

記
念
行
事

　
演
劇
　
や
ま
と
座
『
鳳
凰
座
』

　
歌
謡
　
川
本
三
栄
子

　
　（
中
将
姫
も
の
が
た
り
　
他
）

問
介
護
福
祉
課

（
☎
82
・
３
６
７
５
／
IP
☎
88
・
９
０
８
８
）

大熊集会場前　➡ 白鳥居バス停　➡ 上守道バス停　➡【12:10 発】 【12:15 発】 【12:20 発】

高倉口バス停　➡ 岩清水バス停　➡ 総合体育館
【12:25 発】 【12:30 発】 【12:45 着】

牧バス停 　➡ 大蔵寺前バス停　➡ 大東バス停　➡【12:00 発】 【12:05 発】   【12:10 発】

大宇陀地域事務所　➡ 野依バス停　➡  平尾バス停　➡【12:15 発】      【12:27 発】   【12:30 発】

総合体育館
【12:45 着】

本郷老人憩の家　➡　嬉河原　　➡  麻生田老人憩の家　➡【12:10 発】　　　  【12:17 発】　　 【12:22 発】

梅ノ木バス停　➡  五津バス停　➡ 総合体育館
【12:25 発】  【12:30 発】 【12:45 着】

■今回から大宇陀地域送迎バスを運行
➊大熊・守道・岩清水ルート

➋牧・栗野・大東・迫間・野依・平尾ルート

➌本郷・麻生田・小附・五津ルート

※バス乗車を希望される方は、事前に大宇陀地域事務
所にお申し込みください。

市
戦
没
者
並
び
に
消
防
殉
職

者
追
悼
式
を
挙
行

【
日
時
】
10
月
11
日
（
金
）

　
午
後
1
時
30
分
～

【
場
所
】
総
合
体
育
館

【
対
象
者
】
戦
没
者
、
消
防
殉
職
者

の
遺
家
族

献
花
は
市
で
準
備
し
て
い
ま
す

※
追
悼
式
終
了
後
、「
戦
没
者
遺
家

族
の
集
い
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

問
厚
生
保
護
課

（
☎
82
・
２
２
２
１
／
IP
☎
88
・
９
0
７
９
）

◀川本三栄子

鳳凰座▶

社会福祉大会



特
　
　集

市
政
ト
ピ
ッ
ク
ス

う
だ
ぢ
か
ら

ま
ち
の
わ
だ
い

お
知
ら
せ

掲
示
板

う
だ
チ
ャ
ン

み
ん
な
で
子
育
て

病
院
・
ウ
ェ
ル
ネ
ス

イ
ベ
ン
ト
・
そ
の
他

お
知
ら
せ
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行政相談
［予約不要］

9 月 4 日（水）

9：00 ～ 12：00

菟田野人権交流センター

総務課
（☎ 82・1302 ／ IP ☎ 88・9068）

9 月 11 日（水） 室生振興センター
9 月 17 日（火） 大宇陀人権交流センター
9 月 18 日（水） 宇陀市役所（212 会議室）

人権相談
9 月 11 日（水）

9：00 ～ 12：00
室生振興センター 人権推進課

（☎ 82・2147 ／ IP ☎ 88・9077）9 月 17 日（火） 大宇陀人権交流センター

消費生活相談窓口
［予約不要］

9 月 2 日・5 日・
9 日・12 日・
19 日・26 日
30 日
（各月・木曜日）

13：00 ～ 16：00 宇陀市役所
（213 会議室）

商工観光課
（☎ 82・2457 ／ IP ☎ 88・9081）

税務相談センター
［要予約］ 9 月 18 日（水）

13：00 ～ 16：00
（1 人約 30 分以内）

※受付は午後 3 時 30 分まで

宇陀市役所
（213 会議室）

税務課
（☎ 82・1306 ／ IP ☎ 88・9072）

こころの健康相談
［要予約］ 9 月 17 日（火） 13：30 ～ 16：30 宇陀市役所 中央保健センター

（☎ 92・5220 ／ IP ☎ 88・9175）
ＤＶ相談
［要予約］ 9 月 25 日（水） 13：00 ～ 16：00

（1 人 50 分・1 日 3 人）
予約の際に

お知らせします
人権推進課

（☎ 82・2147 ／ IP ☎ 88・9077）

心配ごと相談
［予約不要］

9 月 4 日（水）

9：00 ～ 12：00

菟田野人権交流センター 菟田野地域事務所
（☎ 84・2521 ／ IP ☎ 88・9188）
室生地域事務所

（☎ 92・2001 ／ IP ☎ 88・9182）
大宇陀地域事務所

（☎ 83・2251 ／ IP ☎ 88・9195）
厚生保護課

（☎ 82・2221 ／ IP ☎ 88・9079）

9 月 11 日（水） 室生振興センター

9 月 17 日（火） 大宇陀人権交流センター

9 月 25 日（水） 榛原総合センター

若者自立のための
無料相談［要予約］9 月 25 日（水）

14：00 ～ 17：00
（※相談員の都合で中止と

なる場合があります。）
宇陀市役所

（213 会議室）
【予約先】
若者サポートステーションやまと

（☎ 0744・44・2055）

中南和法律相談
センター［要予約］9 月 10 日（火） 13：00 ～ 16：00 宇陀市役所（211 会議室）

【予約先】奈良弁護士会
（☎ 0742・22・2035）

（相談日の 2 週間前より受付）
生活困窮者

自立相談支援窓口
月～金曜日

（祝日除く）
9：00 ～ 12：00
13：00 ～ 16：00

宇陀市役所
厚生保護課（2 階） 厚生保護課

（☎ 82・2221 ／ IP ☎ 88・9079）巡回職業相談
［要予約］ 9 月 11 日（水） 9：00 ～ 12：00

13：00 ～ 15：00
宇陀市役所

（213 会議室）

ひとり親福祉資金
貸付相談［要予約］

9 月 5 日・19
日（各木曜日） 10：00 ～ 16：00 宇陀市役所

【予約先】こども未来課
（☎ 82・2236 ／ IP ☎ 88・9080）

（相談日の 2 日前の 11 時までに）

■「法の日」週間記念無料法律相談
　　　　　　　　　　　　　[ 無料・秘密厳守 ]
2 か所で実施します。

【日時】10 月 2 日（水）
　　 午前 9 時 30 分～正午・午後 1 時～ 3 時 30 分
【場所】奈良弁護士会館 ( 奈良市中筋町 22-1）

【日時】10 月 7 日（月）
　　 午前 9 時 30 分～正午・午後 1 時～ 3 時 30 分
【場所】経済会館 ( 大和高田市大中 106-2）

【予約方法】電話予約（奈良弁護士会）
【受付期間】9 月 2 日 ( 月）～ 27 日 ( 金）まで
　　　　　　平日　午前 9 時 30 分～午後 5 時
問奈良弁護士会（☎ 0742・22・2035）

■弁護士による福祉専門相談・精神科医による専門相談
　広報うだ今月号折り込みの「うだし社協だより」P6 に掲載しています。
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■運動の重点項目　二輪車・原付車の交通事故防止（奈良県重点）

○子どもと高齢者の安全な通行の確保　○高齢運転者の交通事故防止
○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
○飲酒運転の根絶　

秋 9月21日（土）～30日（月） 問市交通対策協議会事務局（総務課内）
☎ 82・1302/IP ☎ 88・9068

９月23日（月）　10：00 ～　
桜井市民会館で  交通安全フェスティバル2019  開催！
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9月の文化会館だより　
かぎろひホールの催し （8 月 15 日現在）

日 曜日 催し物案内 主催者 時間 対象など

6 金 人権映画会 大宇陀高校 上映 9：35 ～
生徒

保護者
教職員

　９月の休館日（3・10・16・17・23・24 日）　
　　問宇陀市文化会館（☎ 83・0977）

の
交通安全
県民運動

ゲスト：桂ちきん
（奈良県住みます芸人）

9月は「屋外広告物適正化月間」
　奈良県は多くの歴史文化遺産と一体をなす歴史的
風土と自然環境に恵まれた地です。この美しい景観
を守るため、連携したまちづくりを進めましょう。

　①景観を阻害している違反屋外広告物の追放
　②屋外広告物条例の遵守および制度の周知・啓発
　③屋外広告物の掲出に際する安全管理の徹底

　屋外広告物を掲出する場合は市町村長の許可が、
また、屋外広告業を営む場合は県知事の登録が必要
です。広告物設置の際は、必ず登録事業者に依頼し
ましょう。
　近年、屋外広告物が原因となる事故が増えてきて
います。安全確保のためにも屋外広告物の定期的な
点検をお願いします。

問まちづくり推進課
   （☎ 82・5624 ／ IP ☎ 88・9092）
問奈良県景観・自然環境課（☎ 0742・27・8752）

コンビニ交付サービス一時停止します
システムメンテナンスのためサービスを
一時停止します
　9月14～15日（土・日）終日
　全ての証明書が発行不可

問市民課（☎ 82・2143 ／ IP ☎ 88・9076）
問税務課（☎ 82・1306 ／ IP ☎ 88・9072）
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